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スクールバスの試験運行  児童が初乗車
  令和６年４月の志比北小学校と志比小学校との学校統合に向け、志比北小学校区と志比小学校区の遠隔地

から通う児童の負担軽減を目的に、町教育委員会ではスクールバスの運行を計画し、試験運行を実施してい

ます。去る11月14日には志比小学校の児童、同21日には志比北

小学校の児童が乗車を体験しました。両日とも登校時間帯に、志比

北小学校区から轟ふれあい会館などを巡回する東回り、鳴鹿山鹿地

区を巡回する西回りの２つの経路で２台が走行しました。児童はス

クールバス乗車に最初は慣れない様子でしたが、「スクールバスが

いい！」との元気な声もありました。今後も調整を重ね、安全な運

行を目指して準備していきます。

水利除雪の協力をお願いします

消防水利周囲への駐車はやめましょう

　降雪により消火栓や防火水槽が隠れてしまうと、火災の際に水利の確保が遅れる可能性があります。消
防署員も水利除雪を行っていますが、自宅付近にある消火栓や防火水槽の除雪にご協力をお願いします。

 　道路交通法では、消防水利や水利標識の周囲の駐車が禁止されているのをご存じですか。これは、消防隊
が消防水利をいつでも有効に活用できるようにするためです。
具体的な内容は、次のとおりです。
① 消防用機械器具の置き場もしくは消防用防火水槽の側端、またはこれらの道路に接する出入口から５ｍ以内
②消火栓・指定消防水利の標識が設けられている位置から５ｍ以内

問合せ  消防本部　 TEL  63－0119

　　　　 永平寺町におけるさらなる障がい福祉
のまちづくり施策を推進するため「永平

寺町第４次障がい者基本計画」「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」の策定を進めています。
　そこで、みなさまからの声を計画策定の参考にするために、パブリックコメントを実施しますので、ご意見
をお聞かせください。

計画（案）の公表および意見募集期間　１月19日（金）～２月２日（金）
計画（案）の公表場所と方法　●福祉保健課（本庁１階）、各支所にて閲覧　●町ホームページにて閲覧
ご意見の提出方法　住所、氏名、電話番号を明記のうえ、次の方法で提出してください
　　　　　　　　　（口頭・電話は不可）※様式は自由です
　　　　　　　　　○持　参　福祉保健課、各支所へお持ちください
　　　　　　　　　○メール　fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
　　　　　　　　　○F A X　61－3464
　　　　　　　　　○郵　送　〒910－1192　永平寺町松岡春日1－4　永平寺町役場　福祉保健課宛

問合せ  福祉保健課　 TEL  61－3920

パブリックコメント募集

（1月19日から公開）

こちらからも
提出できます
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令和４年度

決算
　令和４年度の一般会計・特別会計・企業会計の決算が12月議会で認定
されました。
　町民のみなさんが納めた税金や、国・県から入ったお金の使いみちをお
知らせします。

一般会計 歳入総額……114億2,432万円
（対前年度比　11.7％　　）

歳出総額……110億9,825万円
（対前年度比　13.9％　　）

（単位：万円）

（※不足額は、過年度損益勘定留保資金などで補てん）

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
町立在宅訪問診療所特別会計
下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
土地開発事業特別会計

173,200
27,296
222,512
14,423
73,517
17,329
117

157,143
27,285
210,825
11,921
73,361
16,799
117

16,057
11

11,687
2,502
156
530
0

会　計　名 歳　入　額 歳　出　額 差　引　額

特
別
会
計

上水道事業（収益的収入および支出）   
上水道事業（資本的収入および支出）   

38,460
8,627

33,970
23,407

4,490
△14,780

会　計　名 収　入　額 支　出　額 差　引　額企
業
会
計

みなさんに納めていただいた税金

どこの市町村に住んでいても標準
的なサービスが受けられるよう地
域格差を解消するため、国から交
付されるお金

国や県を通じて町に入ってくるも
ので、道路整備や障がいがある人
への支援など、町の事業の一部を
国や県が一定割合負担するもので、
使い道が決められているお金（令和
４年度は、町が行ったコロナウイ
ルス感染症対策事業に対して、３
億1,000万円のコロナ臨時交付
金や新園整備に１億7,000万円の施
設整備交付金が入ってきました）

国が認めたうえで、学校や公園、
道路など、みなさんが利用する
公共施設を整備する資金の一部
を、町が銀行などから借り入れ
るお金

国に納められた消費税を一定の
ルールで町に配分されるお金　

町　　税

歳入の主なもの
歳入全体
の占める
割合

地方交付税

国庫・
県支出金

町　　債

地方消費税
交付金

18.6％

36.8％

16.7％

4.3％

4.1％

＜歳出（性質別）について＞
・人件費…職員の給与、議員報酬、行政委員の報酬など
・扶助費…生活に困っている人や障がいがある人、児童、高

齢者への支援に必要なお金【児童手当、各種医療
費助成など】

・公債費…町が銀行などから借り入れた町債の返済に必要な
お金

・繰出金…法律や基準に基づいて、ほかの会計に支出する
お金【国民健康保険特別会計、介護保険特別会
計などへの繰出金】

・物件費…町で事務を行うのに必要な経費や、施設の光熱水
費などの支払いに必要なお金【ごみ収集委託料、
給食の賄材料費など】

・普通建設事業費…学校や道路、河川や公園、施設などの整
備に必要なお金

・補助費等…団体などの活動支援に必要なお金【各種補助金】
・維持補修費…公共施設の修繕に必要なお金
・積立金…将来に備え積み立てるお金【財政調整基金積立金

など】

一般会計
歳入

一般会計
歳出（性質別）

その他 依存財源

歳入総額　1,142,432万円

18,860万円 1.7％ 町税
211,708万円 18.6％

繰入金
109,883万円 9.6％

繰越金
48,302万円 4.2％

諸収入
14,911万円
1.３％

使用料および
手数料
6,503万円 0.６％

その他 自主財源
24,080万円 2.1％

地方消費税交付金
46,763万円 4.1％

国庫支出金
131,627万円 
11.5％

国庫支出金
131,627万円 
11.5％

県支出金
59,967万円 
5.2％

県支出金
59,967万円 
5.2％

その他
4,536万円 0.５％

積立金
145,749万円
13.1％

積立金
145,749万円
13.1％

物件費
155,230万円 
14.0％

物件費
155,230万円 
14.0％

人件費
221,973万円
20.0％

扶助費
105,479万円

9.5％

公債費
92,650万円
8.3％

普通建設事業費
86,964万円
7.8％

義務的経費
420,102万円
37.8％

自主財源
415,387万円
36.4％

その他の経費
689,723万円
62.2％

依存財源
727,045万円
63.6％

補助費等
147,103万円
13.3％

繰出金
110,085万円

9.9％

地方交付税
420,198万円
36.8％

町債
49,630万円
4.3％

町税の内訳
町民税 105,001万円
固定資産税  90,275万円
軽自動車税 6,055万円
市町村たばこ税  9,876万円
入湯税 501万円

歳出総額　1,109,825万円

維持補修費
40,056万円
3.６％

維持補修費
40,056万円
3.６％

増

増

町の貯金（財政調整基金）と借金（一般会計の町債残高）の状況

特定目的基金の残高推移（一般会計）

　町の財政調整基金については、平成29年
度と令和４年度に今後の公共施設最適化の
取り組みなどに向け、特定目的基金への振
り替えを行ったため減額となっています。
　一般会計に係る町債残高は、公債費抑制
対策の実施により平成25年度まで減少傾向
にありました。近年の大型建設事業などの
影響で平成30年度末の残高は約93億円と
なっていましたが、それ以降は減少し令和
４年度では約82億円となっています。
　借入に際しては、交付税算定に有利な合
併特例債や過疎債を活用し、今後も計画的
な借入により将来の公債費負担の上昇を抑
えていきます。
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問合せ　財政課  　TEL  61－3933

　「財政調整基金」の一部を特定の使途目的のために積み立てる「特定目的基金」へ振り替えを行いました（基金再編）。
　また、令和5年4月開園の新園（みどり葉認定こども園）整備や、価格高騰緊急支援対策事業（住民税非課税世帯などへの現金給付）、新型コロナ
ウイルス感染症対策事業（生活応援券発行や上水道減免など）を行ったことで、歳入歳出ともに前年度を上回る決算規模となりました。

各基金残高 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

減債基金（起債償還の補填財源） 1,698 1,700 1,700 1,701 9,967 9,971

まちづくり基金（地域の振興、活性化のための事業財源） 63,320 63,342 63,357 63,369 63,377 149,897

地域福祉基金（福祉の充実を図るための事業財源） 35,284 31,872 22,618 22,629 22,639 22,648

教育施設整備基金（教育施設の整備・改修のための事業財源） 106,467 106,659 106,835 106,994 107,146 107,298

すこやか子育て支援基金
（子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりのための事業財源） 20,426 20,445 20,460 15,313 15,323 35,367

土地開発基金（公共用地などの先行取得のための事業財源） 6,513 6,514 6,515 5,230 6,516 0

森林環境譲与税基金
（木材の利用促進、担い手確保、森林整備などの事業財源） - - 148 962 1,184 1,386

新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金
（コロナ禍における事業者支援による利子補給財源） - - - 4,516 4,040 3,676

ふるさと応援基金
（ふるさと納税寄付者の思い実現のための事業財源） - - - - 4,824 11,423

　平成29年度に、9種類あった特定目的基金の統廃合を行い、6種類の基金へ再編を行いました。
　また、令和元年度以降、事業目的に合わせ３種類の基金を新設しています。
　令和4年度には、今後予定される事業の財源とするため、「財政調整基金」を「まちづくり基金」と「すこやか子育て支援基金」へ一部振
り替えを行うとともに、活用意義の薄れてきた「土地開発基金」を廃止しています。
　これからも、各種基金の設置目的に基づき確実かつ効率的な基金運用に努めていきます。

（単位：万円）
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財政健全化判断指標の状況

　「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき、令和４年度の健
全化判断指標を公表します。
　「①早期健全化基準（イエローカード）」を超えると、財政健全化計画を
策定し、自主的な改善努力による財政健全化を行います。
　「②財政再生基準（レッドカード）」を超えると、財政再生計画を定め、国、
県などの関与による財政再建を行います。また、町債の発行など、財政運
営の制限を受けることになります。

永平寺町は、各健全化指標の基準をいずれも
下回っており、健全団体の基準内となっています。

　町では、「行財政改革大綱実施計画」や「中期財
政計画」に基づき、財政の健全維持および事業見直
しなどの行財政改革に現在も取り組んでいるとこ
ろです。今日、本町における財政健全化基準が早
期健全化基準以下で推移し、安定した財政運営を
行うことができているのは、これらの取り組みが
奏功しているからです。
　今後も、収支バランスの取れた財政運営の実現
を目指し、行財政改革を着実に実施することで、
一層の財政健全化に努めていきます。

＜財政健全化判断比率等＞ ＜行財政改革の着実な推進＞

－（黒字）
－（黒字）
7.9％

－（充当可能な財源を下回っている）
－（剰余）

（赤字）14.24％

（赤字）19.24％

25.0％

350.0％

（不足）20.00％

（赤字）20.0％

（赤字）30.0％

35.0％

永平寺町（令和４年度決算確定値） ①早期健全化基準 ②財政再生基準

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率
公営企業における
資 金 不 足 比 率

問合せ　財政課  　TEL  61－3933

永平寺町へのU・Iターンを希望される人、歓迎します！

※受験資格は、いずれの職種も性別、学歴は問いません

申込み・ 問合せ  総務課（〒910－1192 永平寺町松岡春日１丁目４番地）　 TEL  61－3941　

令和６年度採用予定 町職員募集 ～採用候補者試験～

試験区分（職種） 採用予定人員 職務内容 受験資格

保健師 １人 保健師として
保健など業務に従事

・ 平成元年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
（21歳～34歳）

・ 保健師免許を有する人、または令和６年３月31日までに免
許取得見込みの人

保育士 若干名 保育士として
保育業務に従事

・ 昭和58年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた人
（19歳～40歳）

・ 保育士資格および幼稚園教諭免許を有する人または令和６年
３月31日までに資格、免許取得見込みの人

【試験・面接日・場所】　２月４日（日）永平寺町役場本庁
【試 験 内 容】　 午前中に公務員として必要な一般知識について高等学校卒業程度の教養試験および適性検査

を行います。引き続き、午後から作文試験、面接試験を実施します
【合格者発表】　２月中旬
【受 付 期 間】　１月15日(月)～25日(木)※平日のみ（８時30分～17時15分）
【申込み方法】　書類による申し込みは総務課へ持参または郵送〈１月25日（木）当日消印有効〉
　　　　　　　「ふくe－ねっと電子申請サービス」での申し込みも可能〈１月25日（木）17時
　　　　　　　15分までに正常受信したものに限る〉

【申込書の配布】　 総務課でお渡しします。郵送をご希望の場合は、「職員採用候補者試験申込書請求」と朱書し、
140円切手を貼った返信用封筒（角形２号）に宛先を明記し、同封してください

詳しくはこちら

問合せ  永平寺町農業委員会事務局 本庁 東庁舎２階 農林課内　 TEL  61－3947

【募集期間】２月１日（木）～３月１日（金）

永平寺町農業委員会の農業委員および農地利用最適化推進委員を募集

項　目 農業委員 農地利用最適化推進委員

募集人数 14人※区域の指定はありません 11人※別表の区域ごとの人数を募集

任期 令和６年９月１日～令和９年８月31日 委嘱された日（令和６年９月の予定）～令和９年８月31日

主な職務内容

農業委員会総会（毎月開催）における農地の権利
移動や転用に係る許可などの審議、現地調査、
地域計画にかかる地域農業者などとの話し合い、
担い手への集積・集約化の推進、新規就農者や
参入者の支援など

農業委員会総会における農地の権利移動や転用
に係る許可などへの意見申述、現地調査、地域
計画にかかる地域農業者などとの話し合い、担
い手への集積・集約化の推進、新規就農者や参
入者の支援など

応募方法

下記の①または②の方法で、規定の申込書に必要事項を記入し、永平寺町農業委員会事務局（本庁
農林課内）または各支所に、３月１日までに提出ください（郵送可、３月１日必着）。
①推薦による方法　　農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による推薦
②応募による方法　　個人による応募
※申込書は農業委員会事務局・各支所に備えるほか、町ホームページからダウンロードできます

応募資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
化に関する事項、その他の農業委員会の掌握事
項に関し職務を適切に行うことができる人

農地などの利用の最適化の推進に熱意と識見を
有する人

※次のいずれかに該当する場合は除きます
①永平寺町の一般職員　②破産手続き開始の決定を受けて復権していない人
③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人

報酬（年額） 120,000円※活動実績に応じて、加算部分あり 108,000円※活動実績に応じて、加算部分あり

（募集要領）
※法令に基づき、受け付け期間の中間（２月中旬）および受け付け終了後（３月初旬）に申込者などに関する情報を公開します

※ 上記以外の募集要領は、永平寺町農業委員会募集要綱で規定していますので、永平寺町農業委員会にお問い合
わせいただくか、町ホームページをご覧ください

別表：農地利用最適化推進委員の担当区域と募集人数
区域名 地区名 募集人数

松岡・御陵地区 松岡椚、松岡室１、松岡室２、松岡松原、松岡観音、松岡上合月、松岡下合月、
松岡末政、松岡兼定島、松岡渡新田、松岡領家、松岡樋爪 ２人

吉野地区 松岡吉野堺、松岡吉野、松岡小畑、松岡西野中、松岡宮重、松岡湯谷、松岡上吉野 ２人

中地区 法寺岡、東古市、高橋、谷口、花谷、光明寺、飯島、轟 １人

南地区 志比、荒谷、市野々、京善、寺本、諏訪間、東諏訪間、山 １人

北地区 鳴鹿、山鹿、下浄法寺、殿村、上浄法寺、岩野、吉波、栃原 ２人

上志比地区 吉峰、藤巻、市荒川、中島、竹原、石上、栗住波、清水、大野島、市右エ門島、
山王、大月、牧福島、浅見、野中、北島 ３人

令和４年度　決算
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期
間
中
は
、
役
場
会
場
・
税
務
署
会
場
と
も

に
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
郵
送
・
電
子
申

告
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

例
年
、
所
得
税
の
還
付
が
な
く
簡
易
な
住
民

税
申
告
を
し
て
い
る
人
に
は
１
月
中
旬
に
役
場

か
ら
簡
易
申
告
書
を
送
り
ま
す
。
年
金
や
保
険

の
書
類
な
ど
か
ら
転
記
す
る
だ
け
の
簡
単
な
申

告
書
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

以
下
の
所
得
・
控
除
を
含
む
申
告
は
役
場
会

場
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　

福
井
税
務
署（
要
予
約
）で
の
相
談
、
ま
た
は

電
子
・
郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
不
動
産
や
株
式
の
譲
渡
に
係
る
所
得

〇
株
式
配
当
・
利
子
に
係
る
所
得

〇�

初
年
度
の
住
宅
借
入
金
な
ど（
住
宅
ロ
ー
ン
）

控
除　

〇
雑
損
控
除

◎
役
場
申
告
相
談
受
付

期　

間　

２
月
９
日（
金
）～
３
月
15
日（
金
）

※
土
・
日
・
祝
除
く

　
　

２
月
９
日
～
15
日
は
上
志
比
支
所
・
永

平
寺
支
所
で
の
み
受
け
付
け
し
ま
す

受
付
時
間　

９
時
～
16
時

場　

所　

役
場
本
庁
３
階
大
会
議
室
、
永
平
寺

支
所
２
階 

研
修
室
、
上
志
比
支
所 

会
議
室

※
混
雑
を
さ
け
る
た
め
、
地
区
別
に
受
付
日

程
を
設
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳

し
く
は
次
月
号（
広
報
２
月
号
）お
よ
び
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

◎�
福
井
税
務
署
申
告
相
談
受
付（
福
井
春
山
合

同
庁
舎
）

期　

間　

２
月
16
日（
金
）～
３
月
15
日（
金
）

※
土
・
日
・
祝
除
く

受
付
時
間　

９
時
～
16
時

場　

所　

福
井
税
務
署
１
階　

確
定
申
告
会
場

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
16
時
よ
り
前
に
受
け

付
け
を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
混
雑
緩
和
の
た
め
、
入
場
に
は
「
入
場
整

理
券
」
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券
は
会

場
で
当
日
分
を
発
行
す
る
ほ
か
、
国
税
庁

の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
行
い
ま
す
。
な
お
、

発
行
枚
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い

※
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
で
は
、
原
則
、

ご
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
書
を
作
成
し
て

い
た
だ
き
ま
す

※
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
も
、
ご
自
宅
か
ら

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
申

告
を
お
勧
め
し
ま
す

役
場
本
庁
３
階
大
会
議
室

　
　

２
月
25
日（
日
）　

９
時
～
16
時

福
井
税
務
署
１
階
確
定
申
告
会
場

　
　

２
月
25
日（
日
）　

９
時
～
16
時

①
令
和
５
年
中
に
給
与
、
年
金
収
入
の
あ
る

人
は
源
泉
徴
収
票

②
令
和
５
年
中
に
支
払
っ
た
社
会
保
険
料
、

国
民
年
金
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震

保
険
料
な
ど
を
証
明
す
る
書
類
、
医
療
費

の
明
細
書
お
よ
び
通
知
書（
受
診
者
ご
と
に

分
け
、
病
院
、
薬
局
ご
と
に
集
計
し
た
も

の
）、
寄
附
金
の
領
収
書
な
ど

③
事
業
所
得
・
農
業
所
得
・
不
動
産
所
得
が

あ
る
人
は
収
支
内
訳
書（
ま
た
は
帳
簿
）

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
＋
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

⑤
還
付
が
あ
る
人
は
、
本
人
名
義
の
口
座
番

号
な
ど
が
わ
か
る
も
の

　

申
告
を
し
な
い
と
正
し
い
税
額
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、「
所
得
証
明
書
が
発

行
で
き
な
い
」「
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

措
置
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
高
額

医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
高
く
な
る
」

「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
上
限
額
が

高
く
な
る
」
な
ど
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
申
告
し
な
く
て
も
い
い
人

・
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
所
得
の
み
が
収

入
の
人（
た
だ
し
、
給
与
収
入
の
合
計
が

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
は
確
定
申
告

が
必
要
で
す
）

・
18
歳
以
下
で
収
入
の
な
い
人

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ

て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
申
告
書
な

ど
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
24
時
間
い

つ
で
も
利
用
で
き
ま
す（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間

を
除
く
）。
自
動
計
算
さ
れ
る
の
で
計
算
誤
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
作
成
し
た
申
告
書
な
ど(

デ
ー

タ)

は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ(

電
子
申
告)

で
提
出
す
る

か
、
印
刷
し
て
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
。

　

会
社
に
お
勤
め
な
ど
で
給
与
所
得
が
あ
る

人
、
年
金
収
入
や
副
業
な
ど
で
雑
所
得
が
あ

る
人
、
ま
た
は
一
時
所
得
が
あ
る
人
は
、
ス

マ
ホ
で
の
申
告
が
便
利
で
す
。
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

で
送
信(

申
告)

す
る
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
も
し
く
は
「
税
務
署

発
行
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
」
が
必
要
で
す
。

 　

申
告
書
の
作
成
で
ご
不
明
な
点
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、「
税
務

相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
」
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
そ
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合
は
、
税
務

署
に
電
話
し
、
自
動
音
声
案
内
に
従
い
「
０
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。「
確
定
申
告
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
」
に
て
ご
質
問
や
ご
相
談
に
お
答

え
し
ま
す
。

問
合
せ
　
福
井
税
務
署 

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

23
ー
２
６
９
０

確
定
申
告
期
に
お
け
る
税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

①�

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
無
料
相
談（
町
役

場
会
場
）

期　

間　

２
月
16
日（
金
）～
３
月
４
日（
月
）

※
土
・
日
を
除
く

受
付
時
間　

９
時
～
16
時

場　

所　

役
場
本
庁
３
階
大
会
議
室

※
申
告
受
付
内
容
は
役
場
申
告
に
準
じ
、
分

離
申
告
な
ど
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

②
税
理
士
記
念
日
　
税
理
士
に
よ
る
確
定
申

告
無
料
相
談

■
対
面
に
よ
る
無
料
相
談（
白
色
申
告
者
の
み
）

日　

程　

２
月
17
日(

土)

受
付
時
間　

10
時
～
16
時

場　

所　

福
井
県
税
理
士
会
館（
福
井
市
日
之

出
５
ー
14
ー
25
）

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す

■
電
話
に
よ
る
無
料
相
談

日　

程　

２
月
17
日(

土)

受
付
時
間　

13
時
～
16
時

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

52
ー
０
５
４
５

問
合
せ
　
北
陸
税
理
士
会
福
井
事
務
所 

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

52
ー
０
５
１
０

収
入
が
な
い
人
も
、
年
金
だ
け
の
人
も

 
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
！

　

所
得
税
や
住
民
税（
町
・
県
民
税
）を
正
し
く
計
算
す
る
に
は
、
ご
自
身
の
収
入
と
控
除
す
る
も
の（
必
要
経
費
・
扶
養
控

除
な
ど
）を
正
し
く
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

郵
送
・
電
子
申
告
を

お
勧
め
し
ま
す

役
場
会
場
で
申
告
相
談

で
き
な
い
受
付
内
容

申
告
期
間
と
相
談
会
場

日
曜
日
の
申
告
受
付
日

申
告
し
な
い
と
ど
う
な
る
の
？

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

確
定
申
告
に
は
、
ス
マ
ホ
や
パ
ソ

コ
ン
で
ご
利
用
で
き
る
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
）が
便
利
で
す

相
談
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や

電
話
で
も
で
き
ま
す

北
陸
税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

福
井
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

福
井
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

給与支払報告書の提出は期限内にお願いします !

１月 31 日（水）令和５年分（令和６年度分）の給与支払
報告書の提出期限は、
　給与支払報告書の表紙に添付する総括表を、12月に各事業所宛てに送付しました。事業所名や指定番号など

がすでに印字されていますので、その用紙を添付して役場住民税務課へご提出ください。

　また、エルタックス(ｅＬＴＡＸ)で給与支払報告書を提出される場合は、必ず指定番号の入力をお願いします。

 問合せ  住民税務課　 TEL  61－3944

介
護
保
険
と

税（
住
民
税
・
所
得
税
）の

申
告

介
護
保
険
は
税
の
申
告
に
お
い
て
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

　

住
民
税
や
所
得
税
の
申
告
に
お
い
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
得
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
必
要
な
書
類
の
ご
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
社
会
保
険
料
控
除

　

介
護
保
険
の
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・ 

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
年
金
天
引

き
）さ
れ
た
介
護
保
険
料
は
、
年
金
受

給
者
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
な
り

ま
す

・ 

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
親
族
の
負

担
す
べ
き
普
通
徴
収
分
の
介
護
保
険
料

は
、
支
払
っ
た
人
の
控
除
に
で
き
ま
す

●
障
害
者
控
除

　

要
介
護（
要
介
護
１
～
５
）認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
介
護
認
定
審
査
会
の
資
料

の
内
容
で
障
害
者
控
除
認
定
書
を
交
付
し

ま
す（
申
請
の
際
は
申
請
者
の
身
分
を
確

認
す
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）。

・ 

な
お
、
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の

人
は
、
認
定
書
が
不
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
医
療
費
控
除

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
受
け
る
た
め
に
は
、

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
金
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

受
け
取
っ
た
分
は
、
医
療
費
控
除
の
金
額

か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

《
施
設
入
所
の
場
合
》

① 

介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）…
自
己
負
担
分
・
食
費
・
居

住
費
の
合
計
額
の
２
分
の
１（
た
だ
し
、

旧
措
置
入
所
者
は
対
象
外
）

② 

介
護
老
人
保
健
施
設
…
自
己
負
担
分
・

食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

③ 

介
護
療
養
型
医
療
施
設
…
自
己
負
担

分
・
食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

④ 

介
護
医
療
院
…
自
己
負
担
分
・
食
費
・

居
住
費
の
合
計
額

《
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
》

① 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
か
ら
の
医
療
費

控
除
対
象
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
領
収

書
が
必
要
で
す

② 

複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場

合
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い

た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
利

用
料
の
領
収
書
が
必
要
で
す

《
お
む
つ
代
》

● 

１
回
目
の
申
告
の
場
合

　

医
師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
。

●
２
回
目
以
降
の
申
告
の
場
合

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
介
護

認
定
審
査
会
の
内
容
で
確
認
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
が
発
行
す
る
「
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
確
認
書
」
で
代
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ  

　
福
祉
保
健
課
　 

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー
３
９
２
０

事業主の
みなさまへ
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●永平寺町役場（本庁）
●永平寺支所
●上志比支所

●総務課

●契約管財課
●防災安全課
●財政課
●総合政策課
●農林課

●建設課
●えい住支援課 
●子育て支援課

●住民税務課

●福祉保健課
●会計課
●議会事務局
●商工観光課
●学校教育課（教育委員会）

●生涯学習課（教育委員会）

●上下水道課
●町立図書館
●町立図書館永平寺館
●町立図書館上志比館

●松岡公民館

●永平寺公民館

●上志比公民館

●松岡ふるさと学習館

●永平寺緑の村ふれあいセンター    

●上志比文化会館サンサンホール

●松岡福祉総合センター（翠荘）

●永平寺老人福祉センター永寿苑

●町社協地域包括支援センター

●永平寺町消防本部・消防署

●福井警察署

●永平寺分庁舎  

６１-3924
６１-３９５１
６１-３９３３
６１-３９４２
６１-３９４７

６１-１１１１
６３-３１１１
６４-２２１１

６１-３９４１

６１-３９４８
６１-３９22
６１-７２５０
６１-３９４４
６１-３９４５

６１-３９２０
６１-３９４９
６１-３９５０
６１-３９２１
６１-３９３７

６１-３４００
６１-０２７７
６１-７１１７
６３-３１１２
６４-３１７０

６１-７２２２

６３-３１１１

６４-２２４４

６１-６６７７

６３-４２２２

６４-３１７０

６１-０１１１

６３-３８６８

６１-６１６６

６３-０１１９

５２-０１１０

６１-０１１０（

　　消防出初式
　　　観閲式
　　　永平寺緑の村ふれあいセンター
　　　8：30〜
　　　一斉放水
　　　鳴鹿山鹿地先九頭竜川右岸
　　　河川敷
　　　9：00〜

　　成人の日 　 役場窓口延長 19：00まで

わ絵馬制作「辰」＜要予約＞
　やすらぎの郷
　10：30〜11：30

　　議会運営委員会
　　　円卓会議室　9：00〜12：00
ママのためのおしゃべりサロン  

（ベビービクス）
　保健センター（松岡福祉総合センター内）
　10：30〜11：30
行政相談
　上志比公民館　13：30〜15：30
人権相談
　松岡公民館　13：30〜16：00

　　ちおはなし＆わらべうたあそび
　　　松岡児童館　
　　　10：30〜11：00

　　上伝承遊びをしよう＜要予約＞
　　　上志比児童館
　　　10:00〜11:30
おはなしのへや
　町立図書館（松岡）　10：30〜11：00
おはなし会
　町立図書館（永平寺館）　11：00〜11：30
結婚相談
　町立図書館２階視聴覚室
　13：30〜15：30

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日 永平寺温泉禅の里休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 上

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30〜17：15

　　青少年育成の日 　 役場窓口延長 19：00まで

わおもしろ話の会
　やすらぎの郷
　10：30〜11：30

　　フお話のへや
　　　永平寺支所３階
　　　10：30〜11：00
ちこころもからだも動かして
　親子触れ合いあそび＜要予約＞
　松岡児童館
　11：00〜11：30
ママのためのおしゃべりサロン  

（身体測定・育児相談）
　保健センター（松岡福祉総合センター内）
　10：00〜11：30

　　フ親子でミュージック・ケアを
　　　楽しむ＜要予約＞
　　　永平寺支所３階
　　　10：30〜11：30

　　志新春ボウリング教室＜要予約＞
　　　WAVE40　9:00〜12:30
わ支援センター開放日＜要予約＞
　やすらぎの郷　9：30〜11：30
男女共同参画事業　講演会
　永平寺開発センター　３階大ホール
　10：00〜11：30
民話紙芝居
　町立図書館（松岡）　10：30〜11：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（上志比館）　10：30〜11：00

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日 道の駅禅の里定休日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 志  わ

　　家庭の日
松和菓子作り体験
　松岡公民館
　13：30〜15：30

　　フ身体測定・育児相談
　　　永平寺支所３階
　　　10：30〜11：30
議会全員協議会
　円卓会議室　9：00〜12：00
シルバー人材センター入会説明会
　永平寺町シルバー人材センター
　14：00〜

     役場窓口延長 19：00まで

ちおもちゃ（グッドトイ）で
　わくわく体験＜要予約＞
　松岡児童館
　10：30〜11：15

　　　　ち身体測定・育児相談
　　　松岡児童館
　　　10：30〜11：30
ママのためのおしゃべりサロン  

（歯科相談）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）
　10：30〜11：30

　　わ身体測定・育児相談
　　　やすらぎの郷　
　　　10：30〜11：30

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30〜17：15
ちちびっこ広場で遊ぼう！＜要予約＞
　松岡児童館　10：00〜11：30
フ支援センター開放日＜要予約＞
　永平寺支所３階　9：30〜11：30
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）　10：30〜11：00
結婚相談
　町立図書館２階視聴覚室
　13：30〜15：30図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

松  松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ ち  フ

     役場窓口延長 19：00まで 　　ママのためのおしゃべりサロン  
　　（予防接種の話）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）
　　　10：30〜11：30

　　わ「節分の会」岩見先生と
　　　ふれあい遊び＜要予約＞
　　　やすらぎの郷　
　　　10：30〜11：30

　　フ鬼さんと遊ぼう＜要予約＞
　　　永平寺支所３階　
　　　10：30〜11：30

　　絵本の読み聞かせ
　　　町立図書館（松岡）
　　　10：30〜11：00

図書館（全館）休館日
えい坊館休館日
図書点検のため図書館（全館）休館 図書点検のため図書館（全館）休館 図書点検のため図書館（全館）休館 図書点検のため図書館（全館）休館

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ

１/7 ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31 2/1 ２ ３

21 22 23 24 25 26 27

アイコンガイド

各地区児童館

松 �松岡児童館

志 �志比児童館

上 �上志比児童館

●開館 13：00〜18：00

61－0750

63－3113

64－3100

2024
【
令
和
６
年
】
1月- ２月 は、児童館、子育て支援センター開設日です。

アイコンガイド

子育て支援センター

ち �ちびっこ広場

フ �フレンドパーク

わ �わくわく広場

●毎週月〜金曜日
●松岡児童館
●9：30〜15：00

●毎週月〜金曜日
●永平寺支所
●9：30〜11：30

●毎週月〜金曜日
●やすらぎの郷
●9：30〜11：30

61－0750

63－3113

64－3100

防災安全課 61－3951

有料広告
1415



こ
こ
ろ
の
健
康
相
談（
無
料
）

　
精
神
科
医
に
よ
る
無
料
の
個
別

相
談
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
悩
み

や
不
安
が
あ
る
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
、

気
分
が
沈
む
な
ど
専
門
家
の
ア
ド

バ
イ
ス
が
必
要
な
と
き
は
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ご
家
族

の
こ
と
で
も
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

個
人
情
報
は
遵
守
し
ま
す
の
で
ご

安
心
く
だ
さ
い
。

　
相
談
は
無
料
、
予
約
制
で
す
。
都

合
に
よ
り
日
時
・
場
所
が
変
更
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
１
月
12
日（
金
）、
26
日

（
金
）13
時
～
16
時

※
１
人
約
30
分
〜
１
時
間
程
度

場
　
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　（
松
岡
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

対
　
象
　
町
内
在
住
の
人

問
合
せ
　
福
井
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
　
地
域
保
健
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

36
ー

３
４
２
９

上
級
救
命
講
習（
ふ
く
い
嶺

北
連
携
中
枢
都
市
圏
事
業
）

開
催
日
時
　
２
月
18
日（
日
）

　
　
９
時
～
18
時

場
　
所
　
福
井
市
防
災
セ
ン
タ
ー

　
　（
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
２
２
０
７
）

申
込
み
期
間
　
１
月
15
日（
月
）～

　
　
２
月
13
日（
火
）

申
込
み
・
問
合
せ
　
消
防
本
部
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

63
ー
０
１
１
９

マ
マ
の
た
め
の

お
し
ゃ
べ
り
サ
ロ
ン

育
児
講
演
会（
歯
科
相
談
）

日
　
時
　
１
月
24
日（
水
）

　
　
10
時
30
分
～
11
時
30
分

場
　
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　（
松
岡
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

講
　
師
　
歯
科
衛
生
士

対
　
象
　
町
内
在
住
の
1
歳
未
満
児

と
保
育
者
の
人

費
　
用
　
無
料

※
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
。当
日

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い

問
合
せ
　
保
健
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー
０
１
１
１

無
料
法
律
相
談

日
　
時
　１
月
25
日（
木
）

　
　
13
時
～
16
時

場
　
所
　
松
岡
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー 

翠
荘

※
場
所
が
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い

※
相
談
時
間
は
１
人
20
分
程
度

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す

申
込
み
・
問
合
せ
　

　
永
平
寺
町
社
会
福
祉
協
議
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー
６
０
０
３

か
さ
じ
ぞ
う
ふ
れ
あ
い
広
場

日
　  

時
　
１
月
20
日（
土
）

　
　
10
時
～
13
時

場
　
所
　
ふ
る
さ
と
学
習
館

内
　
容
　

　
　
も
の
づ
く
り（
お
正
月
砂
絵
）

　
　
体
験
ラ
ン
チ（
お
餅
づ
く
し
）

協
力
費
　
子
ど
も
　
無
料

　
　
大
人
　
５
０
０
円

　
　
も
の
づ
く
り
　
１
０
０
円

申
込
み
・
問
合
せ

　
か
さ
じ
ぞ
う
受
付
　

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ   
０
９
０
ー
２
３
７
７
ー
１
７
９
９

県
内
の
最
低
賃
金

【
特
定
最
低
賃
金
】（
12
月
24
日
改
正
）

繊
維
機
械
、
金
属
加
工
機
械
製
造

業
の
特
定
最
低
賃
金
　
9
3
3
円

【
そ
れ
以
外
の
業
種
の
最
低
賃
金
】

（
10
月
1
日
改
正
）　
9
3
1
円

問
合
せ
　
福
井
労
働
局
労
働
基
準
部

賃
金
室
　
　  

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

22
ー
２
６
９
１

林
業
退
職
金
共
済
制
度

（
林
退
共
）

　
林
業
界
で
働
く
人
の
た
め
に
国

が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　
事
業
主
が
、
従
事
者
の
働
い
た

日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済

証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の

従
事
者
が
林
業
界
を
や
め
た
と
き

に
林
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う

と
い
う
、
い
わ
ば
林
業
界
全
体
の

退
職
金
制
度
で
す
。

●
制
度
の
特
徴

　
・ 

掛
金
は
、
税
法
上
、
法
人
で

は
損
金
、
個
人
企
業
で
は
必

要
経
費
と
な
る

　
・
掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除

　
・ 

雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も

退
職
金
は
企
業
間
を
通
算
し

て
計
算
さ
れ
る

　
以
前
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た

林
退
共
制
度
の
加
入
者
で
、
退
職

金
請
求
手
続
き
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い

な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
独
立
行
政
法
人
勤
労
者

退
職
金
共
済
機
構
　
林
業
退
職

金
共
済
事
業
本
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

03
ー
６
７
３
１
ー
２
８
８
９

令和６年１月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減
①対象となる人　　出産する予定または出産した被保険者
②軽減内容　　　　・単胎の人
　　　　　　　　　 　出産予定月（出産月）の前月から出産予定月（出産月）の

翌々月の保険税の所得割額と均等割額を免除します。
　　　　　　　　　・多胎の人
　　　　　　　　　 　出産予定月（出産月）の３か月前から出産予定月（出産月）

の翌々月の保険税の所得割額と均等割額を免除します。

③届出と必要書類　・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
　　　　　　　　　・出産予定日や単胎、多胎妊娠の確認ができる書類（母子健康手帳など）
　　　　　　　　　・本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）

※令和５年度は、令和６年１月以降の期間において、保険税の所得割額と均等割額が免除になります

（例：令和６年７月出産の場合）
３か月前 ２か月前 １か月前 出産予定月（出産月） １か月後 ２か月後

単胎の人 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４か月間 

多胎の人 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ６か月間

問合せ  住民税務課　 TEL  61－3944

永平寺町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
対象者　 令和５年12月１日時点で永平寺町に住民登録があり、かつ世帯全員

の令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ 非課税世帯であっても、令和５年度住民税が課されているほかの親族など

の扶養を受けている世帯は対象外
給付額　１世帯あたり７万円 詳細はこちら

問合せ  福祉保健課　 TEL  61－3920

詳細はこちら

1617



　 保 健 通 信保 健 通 信

申込み・問合せ���保健センター（松岡福祉総合センター内）�TEL.61ー0111

乳幼児健診日程
健診・相談内容 対象児 日　程 受付時間 場　所

１歳６か月児健診 令和４年５月１日～６月15日生まれ １月17日（水）
13～14時

保健センター３歳児健診 令和２年11月１日～12月15日生まれ １月19日（金）
育児相談 令和５年９月～10月生まれ ２月６日（火） ９時～11時

個別 がん検診・健診個別 がん検診・健診
●健診場所　 各がん検診・健診指定医療機関（各医療

機関への予約・各種受診券が必要です）
●実施期間　２月29日（木）まで
≪がん検診≫
　がん検診受診券は５月下旬に発送しています。
※ 昭和19年３月31日以前に生まれた人および要介

護認定を受けている人で個別がん検診を希望する
人は、がん検診受診券を発送しますので保健セン
ターまで申し込んでください

問合せ　保健センター（TEL61ー0111）
≪特定健診≫(40歳～74歳で永平寺町国民健康保険被保険者)
　特定健診受診券は10月下旬に発送しています。
問合せ　住民税務課（TEL61ー3945）
≪高齢者健診≫(福井県後期高齢者健診保険被保険者)
　高齢者健診受診券はお申し込みが必要です。
　保健センターまたは、住民税務課まで申し込んで
ください。

インフルエンザが流行しています

保健推進員活動レポート

　福井県内でインフルエンザが流行しています。予
防の徹底をお願いします。

【予防方法】
①手洗い・うがい
②人込みを避ける
③適度な湿度を保つ
④栄養と休息を十分に取る
⑤もしかかってしまったら…
　◆ 早めに医療機関を受診する（受診前には電話連

絡をする）
　◆ 早めの治療は、症状が重くならないようにす

るだけでなく、ほかの人へうつさないために
も大変重要！

　◆ 睡眠を十分とり安静にすることやバランスのと
れた消化のよい食事をとること、お茶やジュー
ス、スープなどで水分を十分補給すること、外
出を避けるといった点に気を付ける

　◆ 周囲へうつさないようマスクを着用する（咳エ
チケット※）

※咳エチケット
　① 咳やくしゃみなど、少しでも症状のある人は必

ずマスクをする。医療機関を受診する際も、必
ずマスクをして受診する

　② 咳やくしゃみの際には、ティッシュなどで鼻と
口を押さえて、周りの人から顔をそむける

　③ 使用後のティッシュはフタ付きのゴミ箱に捨
てる

　健康づくり 1
い い

1からだポイ
ントカードに取り組まれた人
は、カードを保健センターに
提出してください。参加賞と
して景品を贈呈します。
回収期間　 令和６年２月 29

日（木）まで
※ 期間中に提出ができない場合は保健センターま

でお問い合わせください
提出場所　 永平寺町保健センター（松岡福祉総合セ

ンター翠荘内）

十分な睡眠でこころと身体をリフレッシュ
　心身の疲れをとるためには、十分な睡眠が欠かせ
ません。睡眠の時間を確保するだけでなく、メディ
アと上手に付き合い、生活のリズムを整え、睡眠
の質を高めましょう。
＜永平寺町の現状＞第2次永平寺町保健計画より
睡眠で休息がとれていない人の割合　　29.0％

100ポイント以上達成の人
にはさらに抽選でSHOJIN
商品をプレゼント

　10月19日に、今年度３回目の保健推進員研修会
を行い、「女性の健康長寿とがん検診」について福
井県済生会病院の細川久美子先生にご講演をいた
だきました。女性の健康は女性ホルモンと深く関
係があることや、女性特有のがんについて説明が
ありました。
　子宮頸がんは若い女性に増えていますが、HPV
ワクチン接種で予防することもできます。定期予
防接種の対象となっている人はワクチン接種を検
討してください。また卵巣がんや子宮体癌のチェッ
クもかねて定期的に受診することが大切です。
　乳がんは乳房を意識する生活習慣「ブレスト・ア
ウェアネス」が提唱されています。乳房の状態を
知り、変化に気を付けて過ごすことも大切です。
◎ がんは早期発見が大事です、定期的に検診を受

けましょう

永平寺町永平寺町  健康づくり1
い い

1からだ条
第６条　十分な睡眠をとる

永平寺町永平寺町 健康づくり1
い い
1からだ

ポイントカードの回収について

令和６年度放課後児童クラブ入会のご案内
　放課後児童クラブは、町内小学校区ごとに７か所設けられています。ここでは、両親や同居および校区内
の祖父母が、就労などのために放課後に児童を見守ることができない、町内の小学校に在籍する１年生から
６年生までの児童をお預かりするところです。
　来年４月以降の入会申請の受け付けを開始しますので、入会を希望される場合は、期間内に申請をお願い
します。※毎年の更新が必要です

【設置場所】　 松岡第１児童クラブ（１年生）（松岡小学校内）▶︎松岡第２児童クラブ（２～６年生）（松岡小学校
内）▶︎御陵児童クラブ（御陵小学校体育館内）▶︎吉野児童クラブ（吉野地区コミュニティ消防セン
ター内）▶︎志比南児童クラブ（志比南小学校内）▶︎志比児童クラブ（永平寺町役場永平寺支所内）
▶︎志比北児童クラブ（永平寺生活改善センター内）▶︎上志比児童クラブ（やすらぎの郷内）

【入会申請書の入手】　子育て支援課・各児童クラブ
【申請書の提出先】　各児童クラブ
【添付書類】　雇用証明書など
【申込み期間】　１月10日（水）～１月31日（水）
※ 詳細については、小学校または幼児園を通じて対象児童に配布した入会案内をご覧になるか、子育て支援

課にお問い合わせください

問合せ  子育て支援課　 TEL  61－7250

 問合せ  福井年金事務所　 TEL  23－4518　　住民税務課　 TEL  61－3945

知っておきたい 国 民 年 金
20歳になったら国民年金に加入します！

マイナポータルからも簡単に申請ができます。https://myna.go.jp　どうぞご利用ください。

① 『日本年金機構』より20歳になった国民年金該当者には“国民年金加入”の通知が届きます
② 書類を確認し、「国民年金保険料免除・納付猶予申請」または、「国民年金保険料学生納付特

例申請」を希望する場合は、役場（各支所）に申請書をご提出ください
本人またはご家族が、以下の物をご持参ください。
　●各申請書　●学生証のコピー（学生で“学生納付の特例”を申請の場合）

※厚生年金などの加入者は加入しません

スマートフォンやパソコンで簡単にお手続きできます
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●充電インフラ稼働状況…485件
●第２次環境基本計画改定
●公共交通機関（えちぜん鉄道・コミュニティバス・近助タクシー・路線バス）の利用促進…

利用者数37万人
●町の事務事業におけるCO₂排出量…3,797ton-CO₂/年
●EV車（リーフ）購入

低炭素社会の
推進

令和４年度　永平寺町環境報告

●間伐面積（徐伐面積を含む、2016年度からの累計）…283.52ha実施
●狩猟・銃免許新規取得者 ･･･ １名取得
●有害鳥獣捕獲頭数 ･･･442頭捕獲
●外来動物駆除頭数 ･･･26頭駆除
●特別栽培米の作付面積 ･･･48.5ha

一般廃棄物収集量の推移と経費の推移

〇一般廃棄物収集量（経年変化）調査票

（単位：円）〇一般廃棄物年度別経費

※１　合計値に古紙回収量を含みません(令和４年度排出量 169,780kg）
※２　永平寺町環境基本計画における、一人あたりのごみ排出量の数値目標は690g ／人 ･ 日（平成30年度～令和４年度）

〇古紙回収事業…実施団体数15団体　回収量170トン

〇生ごみ処理器など購入補助…令和４年度　５件補助　累積172件（平成18年度以降）

※１　建設費を含めた広域圏負担金と収集運搬委託料の合計は265,722,198円で、１人あたりは14,699円です

自然共生社会
の推進

循環型社会の
推進

ごみの種類
（単位）

可燃ごみ
（Kg）

不燃ごみ
（Kg）

粗大ごみ
（Kg）

スプレー缶
（Kg）

有害ごみ
（乾電池）
（Kg）

資源ごみ
（Kg）

合計※１
（Kg）

一人あたり
※２

（g/人・日）

目標に
対する
達成率

令和２年度 4,146,530 143,210 370,300 4,010 5,130 261,400 4,930,580 737 93.7%

令和３年度 4,186,350 122,300 323,240 4,170 4,820 259,899 4,900,779 732 94.2%

令和４年度 4,043,410 117,272 349,905 4,690 5,260 273,810 4,794,347 727 94.9%

年度
広域圏負担金

（建設費、余熱館管理費を除く）
①

収集運搬委託料
②

合計
①＋②

１人あたり
①＋②

令和２年度 114,026,000 90,696,547 204,722,547 11,162

令和３年度 112,787,000 92,314,817 205,101,817 11,271

令和４年度 125,075,000 93,538,198 218,613,198 12,093

永平寺町環境基本計画 環境未来像：「禅の心が息づく　持続可能なまち　えいへいじ」

自然共生社会の推進
循環型社会の推進

低炭素社会の推進 歴史・文化と
景観の保全

生活環境の保全

サクラマスやホタルなどを指標と
した水辺環境の保全・活用 人づくり 地域資源を活用した

高齢化・健康社会への適応

●こどもエコクラブ登録団体…５団体
●広報紙掲載数15件　ホームページなど更新回数３回　　人づくり

●不法投棄巡回パトロールの実施　年間47回
　シルバー人材センター20回　　福井県健康福祉センター６回　　職員対応21回
●町内各地区での環境美化推進活動（89地区）
●ごみ籠設置にともなう経費の助成（最高限度額10万円）…15地区　968，971円
●道路上で死亡した動物などの死骸の速やかな処理…159体

〇公害苦情件数および内容

※油流出については、公道や個人の敷地から側溝を通じて河川に流入するものを含む

生活環境の
保全 野焼き（ばい煙） 騒音 悪臭 油流出 水質汚濁 その他

令和４年度 ７件 ０件 ０件 ０件 １件 １件

●ホタル観察会（吉野地区） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●サクラマスの飼育体験学習
　地域周辺住民による河川清掃とボランティアによる来観者への説明 　●稚魚の放流…１回

サクラマスやホタルなどを指標とした水辺環境の保全活用

●永平寺町空き家等情報バンク登録・契約状況

地域資源を活用した高齢化・健康社会への適用

登録件数 65件 契約件数 45件

(平成19年からの累計）

地震に備えよう!!
●１月17日「防災とボランティアの日」　●１月15日～21日「防災とボランティア週間」

　平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機に創設された「防災とボランティア週間」は、災害
時における自主的な防災活動やボランティア活動の認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図る
ことを目的としています。毎年、阪神・淡路大震災が発生した１月17日が「防災とボランティアの日」、１
月15日から１月21日までが「防災とボランティア週間」と定められています。 阪神・淡路大震災から28年
が経過しました。過去の災害の記憶を風化させず、今後、発生が懸念されている大地震などに備えましょう。
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　出張みんなのサロンは、介護者や、地域のみな
さんどなたでもご自由に参加できます。お茶を飲
みながら、気軽に話をしませんか。気軽にお越し
ください。
　みんなのサロンは、看護師のボランティアが活
動しています。

１月11日（木）　やすらぎの郷　　　　　 13時～16時
１月24日（水）　えい坊館　　　　　　　 10時～13時
２月 ６日（火）　開発センター２階消防ホール  13時～16時
２月27日（火）　やすらぎの郷　　　　　 10時～13時

出張 みんなのサロン　１月・２月の開催日

住み慣れた地域で安心できる暮らしを
続けていくために

前回の「高齢者虐待」に続いて、「認知症」についてご紹介します。

�問合せ・認知症相談窓口   地域包括支援センター　TEL  61－6166　　福祉保健課　TEL  61－3920　

　誰もがなりうる「脳」の病気です。さまざまな原因によって、生活に支障を
きたすような症状を起こします。

【症状の例】
　 記憶力の低下、食事をしたことを忘れる、探し物が多い、場所・時間がわか

らない、相手がわからない、意欲が低下する、整理整頓しなくなる　など
認知症は、単なる「物忘れ」ではありません
　高齢になってくると、名前が出てこなかったり、物覚えが悪くなったりしま
す。認知症は、体験したこと自体を忘れます。忘れたという自覚がない場合は、
認知症が疑われます。
　高齢者に多い病気ですが、働き盛り世代で発症することもあります。65歳未
満で発症する認知症は、「若年性認知症」といいます。

認知症とは？
認知症を

正しく知る

　認知症は早期発見・早期治療が重要です。自分や家族、身近な人が「認知症かも」と思っ
たら専門家などに相談しましょう。
〇 アルツハイマー型認知症や血管性認知症は、早期からの内服治療により、進行を穏やかにでき

る場合があります
〇症状に応じた適切な対応をすることで、落ち着いたりします
　➡相談は？
　かかりつけの医師→かかりつけ医から認知症の専門医を紹介してもらえます。
　もの忘れ外来、精神科、診療内科などの医療機関
　心配なことがあるなどの相談は地域包括支援センター（TEL61ー6166）にご連絡ください。

相談する

　周囲にいる人たちが、認知症の人やその家族を理解し、サポートしましょう。互いにわか
り合えば、地域で安心して暮らせます。
認知症の人への良い接し方　 穏やかに、一語ずつゆっくりと、はっきりと、せかさずゆとり

を持った対応
認知症の人への悪い接し方　厳しい表情、後ろからの声掛け、取り囲む、早口での質問支えよう

認知症サポーターになりませんか
　正しい知識を持って認知症の人や家族を手助けするサポーターです。講座を受講する
必要がありますので、ご希望の人は、地域包括支援センターにおたずねください。

認知症の発症・進行を遅らせるポイント
　●運動不足の改善　●生活習慣病の予防　●通いの場の参加など外出する機会を増やす
　●趣味など生きがいを見つける　●毎日楽しく過ごす

防ごう
認知症カフェをご存じですか
認知症の人やその家族だけでなく、地域の人や専門家が集まり自由に交流する場です。
　「茶ま」　　　　　　松岡薬師１ー124　　茶まのおもてなし（勝山酒店）
　「えきなかカフェ」　東古市９ー85ー２　 地域交流館（旧東古市駅舎）　
　「みんなサロン」　　えい坊館・開発センター・やすらぎの郷で３会場を移動して開催
問合せ　地域包括支援センター（TEL61ー6166）
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こんにちは
食改です

1鶏むね肉は、３cm角に切り、こしょうをして調
味料★に30分以上漬けておく

2青菜は３cmに切り、人参は３cmの千切り、し
めじもほぐしてフライパンに油をしき炒めて
塩・こしょうで味をととのえて、器に盛り付け
ておく

3フライパンに油を熱し1を中火で蓋をして焼く。
最後に両面こんがりと焼き2に盛り付ける

作り方

タンドリーチキン風

　今回紹介するレシピは「タンドリーチ

キン風」です。付け合わせの野菜と一緒

にお試しください。食生活改善推進員は、

各地区で健康料理について活動していま

す。お気軽にお問い合わせください。

　（保健センター　61ー 0111）

材料（１人分／４人分）
鶏むね肉 ........................... 80ｇ／320g
こしょう ..............................適量／適量
★しょう油.........................小1/2／小２
★ケチャップ......................大1/2／大２
★ヨーグルト...................... 30ｇ／120g
★カレー粉 ..................小1/3／小１・1/3
★おろしニンニク..................適量／適量
油 ....................................大1/4／大１
青菜 ................................. 40ｇ／160ｇ
人参 ................................... 10ｇ／40g
しめじ................................. 10ｇ／40g
油 ....................................小1/2／小２
塩・こしょう....................各適量／各適量

1人分　エネルギー180kcal、たんぱく質
23.6ｇ、塩分1.2ｇ

摂取できる
野菜量 60g

☆たなか こうせいちゃん☆

☆ねごろ ゆうあちゃん☆ ☆きべ りくとちゃん☆

☆ヴー ミン ニャットちゃん☆☆わにぶち ゆいちゃん☆

☆たけうち かれんちゃん☆ ☆きどころ いとはちゃん☆

☆まえがわ ゆうのちゃん☆☆えもり なずなちゃん☆ ☆てらにし ふうりちゃん☆

おくやみ
（11月届出順・敬称略）

松岡松ケ原２

松岡薬師２

松岡薬師１

松岡春日２

松岡春日３

鳴鹿山鹿

飯島

大野島

轟

寺田　俊雄

結城マチ子

松山　清子

朝日よしみ

吉田美智子

谷原サワ子

西澤　久一

鈴木　清昭

山本　秀明

（67歳）

（92歳）

（92歳）  

（94歳）

（93歳）  

（93歳）

（95歳）

（77歳）

（74歳）

赤ちゃん （11月届出順・敬称略）

★根來 侑愛（ゆうあ）.....女
　保護者（駿也・裕美）／松岡春日３

★寺西 楓浬（ふうり）......男
　保護者（建宙・さつき）／松岡志比堺

★武内 花麗（かれん）.....女
　保護者（健太・絵美）／松岡室

★江守 なずな..........女
　保護者（孝文・美佑紀）／松岡葵３

★野村 師悠（しゆう）.....男
　保護者（金吾・枝梨加）／松岡観音３

★木所 絃葉（いとは）.....女
　保護者（和也・朋代）／松岡神明１

★加藤 一祈（いのり）.....男
　保護者（章登・かんな）／松岡小畑

★前川 結望（ゆうの）.....男
　保護者（友希・莉沙）／松岡下合月

★田中 洸成（こうせい）....男
　保護者（孝・なつみ）／松岡木ノ下２

★木部 睦士（りくと）......男
　保護者（留之介・恵里）／松岡松ケ原３

♥水野 貴耀（福井市）
♥森 紗彩（松岡樋爪）

♥飯田 侑稀（諏訪間）
♥戸田 桃子（坂井市）

♥松本 竜馬（松岡学園）
♥和田 みなみ（松岡志比堺）

♥荒井 範之（東古市）
♥中村 春香（松岡上合月）

♥藤永 悠人（兵庫県）
♥家根 美南（松岡薬師３）

♥林田 秀平（坂井市）
♥奥田 彩香（松岡小畑）

♥菅原 慎弥（松岡春日２）
♥片岡 優（あわら市）

ウエディング （11月届出順・敬称略）

江守 芙未ちゃん
（３才）松岡吉野堺

えもり ふみ

毎日、笑顔いっぱいのふみちゃ

ん。お姉ちゃん、お兄ちゃん、

これからもたくさん遊んでね♪

酒井 葵ちゃん
（３才）松岡西野中

さかい あおい

とても元気な女の子。歌と踊り

が大好きで、いつも笑顔を振りま

くまさにわが家のアイドルです
��

自然動態

生産年齢人口（15歳以上65歳未満）の割合　【現在】 56.8%　【１年前】 57.0%

社会動態

17,919
8,728
9,191
6,640

17,912
8,727
9,185
6,645

15
８
７

-６
-３
-３

-16
-６
-10

-１
２
-３

39
17
22

-45
-20
-25

-７
-１
-６
+５

-147
-67
-80
+79

人口（人）

男（人）

女（人）

世帯数（世帯）

11/１現在 出生 死亡 計 転入 転出 計
前月比 １年前と

比べると
R５

12/１現在
R５町の人口

★　淵 ゆい ............女
　保護者（広基・麻奈）／谷口

★上田 修太朗（しゅうたろう）..男
　保護者（諭・みず恵）／松岡葵１

★ヴー ミン ニャット .....男
　保護者（ヴー コン ヴィェット・ズォン ティ フォン）／
　　松岡上合月

2627
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問合せ  学校教育課　 TEL  61－3937

調理員（会計年度任用職員）募集
子どもたちの給食を一緒につくりませんか？
募集人員　若干名
業務内容　給食の下処理・調理・後片付け・書類作成
勤務場所　町内小中学校および給食センター
時　　間　８時～16時（うち休憩１時間）
休　　日　土・日・祝日、学校休業日
時　　給　調理師免許あり…1,053円（昇給あり）　免許なし…1,001円（昇給あり）
期　　間　～３月31日（契約更新の可能性あり）
選　　考　書類審査と面接
　　　　　※履歴書（有資格者は履歴書と資格証明書）を学校教育課までお持ちください（郵送可）

詳しくは町ホームページを
ご覧ください


